
狛江市中期財政計画
財政規律ガイドライン

（令和３年度 ローリング版）

狛江市 

令和３年 10 月 



目 次

１ 中期財政計画改訂の目的                                                １

２ 計画期間等                                                            １

（１）計画期間

（２）対象範囲

（３）進捗管理・公表

３ 財政規律（基準）と令和２年度の結果                                    ２

（１）決算剰余金の 1/2 以上を積立て

（２）連結負債残高を維持

（３）市債発行額（事業債・臨時財政対策債）の基準

４ 基金の考え方（残高目標額等）                                          ６

（１）財政調整基金

（２）減債基金

（３）公共施設整備基金

（４）公共施設修繕基金

（５）清掃施設整備基金

（６）緑化基金

（７）災害復旧・復興特別交付金積立基金

（８）都市計画事業基金

（９）新型コロナウイルス感染症対策基金

５ 財政指標目標値（令和６年度決算）と進捗状況                            ８

（１）経常収支比率（発行可能額を算入した場合）

（２）実質公債費比率

（３）将来負担比率

６ 中期財政見通し（令和４年度～令和６年度）                              11

（１）基本的な考え方

（２）推計条件

（３）財政見通し

（４）基金及び市債の推移



1

１ 中期財政計画改訂の目的

狛江市中期財政計画（令和３年度ローリング版）は、財政計画策定後の状況の変化を反映

するため財政見通しの修正を行い、計画期間を延伸するとともに、計画期間最終年度の財政

指標目標値を設定するものです。

【参考】狛江市中期財政計画

狛江市中期財政計画は、規律ある財政運営を行うために守るべき財政規律（基準）や財

政指標の目標値等を定め、財政の健全性を確保するとともに、今後の財政運営や予算編成

の目標・指針とするために平成 24 年 11月に策定したものです。

２ 計画期間等

（１）計画期間

計画期間は、令和４年度から令和６年度までの３か年とします。また、策定後の状況の変

化を反映するため財政見通しについては次年度に修正を行い、計画期間を延伸するとともに、

その最終年度の財政指標目標値を設定するものとします（前計画で設定した令和５年度以前

の財政指標目標値は修正していません。）。

（２）対象範囲

基本的には一般会計を対象としますが、負債額など一部においては特別会計や一部事務組

合等も含めるものとします。

（３）進捗管理・公表

財政計画については予算編成において目標・指針とするだけでなく、その結果については、

各年度、決算に基づき公表するなど進捗管理を行います。目標を達成できなかった場合には、

その原因もあわせて公表することで、計画の実行性を担保するものです。
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３ 財政規律（基準）と令和２年度の結果

規律ある財政運営を行うため、３つの財政規律（基準）を設定し、財政運営に取り組んで

います。令和２年度の取り組みの結果は、次のとおりであり、設定した３つの財政規律（基

準）に基づいた財政運営を行っています。

（１）決算剰余金の 1/2 以上を積立て

地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第７条において「地方公共団体は、各会計年度にお

いて歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らな

い金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行

なう地方債の償還の財源に充てなければならない。」と規定されています。

狛江市においては、一般会計決算の実質収支額の 1/2 以上を翌年度までに基金に積立てる

ように努めます。

【令和２年度の取組状況】

平成 31年度の歳入歳出差引額は９億 8,223 万９千円で、この額から翌年度へ繰り越すべ

き財源を控除した９億 558 万５千円が実質収支額となります。令和２年度は財政調整基金

に２億 4,025 万８千円、特定目的基金を加えた基金合計では６億 1,579 万５千円を積立て、

実質収支額（決算剰余金）の 1/2 以上の積立てを行っています。

（単位：千円）

前年度実質収支×1/2

歳入総額（Ａ） 29,857,810

歳出総額（Ｂ） 28,875,571

翌年度へ繰り越すべき財源（Ｃ） 76,654

実質収支（Ａ-Ｂ-Ｃ） 905,585

実質収支×1/2 452,793

基金積立額

財政調整基金積立額 240,258

減債基金積立額 1

特定目的基金積立額 375,536

基金積立額合計 615,795
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（２）連結負債残高を維持

連結ベースでの負債残高について前年度数値を上回らないように努めます。

連結ベースとは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）に

おける将来負担比率の対象となる一般会計、特別会計、一部事務組合・広域連合及び地方公

社・第三セクター等とします。また、負債残高についても基本的な考え方は将来負担比率を

算出する際の「将来負担額」としますが、特別会計及び公営企業会計における市債及び企業

債残高はそのまま加えるものとします。

【令和２年度の取組状況】

一般会計で市債の借入額を元金償還額以内に抑制するなど、その他の項目においても前

年度より減額となった結果、連結負債残高は 271 億 7,375 万９千円となり、前年度比で６

億 880 万５千円、2.2％減少しました。

将来負担比率における将来負担額を用いるもの （単位：千円）

平成31年度 令和２年度

市債残高（一般会計市債残高） 19,341,173 18,949,857

債務負担行為に基づく支出予定額 52,810 22,490
⇒

組合負担等見込額 166,627 146,918
⇒

退職手当負担見込額 4,362,354 4,341,700
⇒

設立法人の負債額等負担見込額 0 0
⇒

連結実質赤字額 0 0
⇒ 一般会計及び特別会計の実質収支額

組合連結実質赤字額負担見込額 0 0
⇒

独自基準として負債額として用いるもの

駐車場事業特別会計市債残高 0 0

下水道事業会計企業債残高 3,859,600 3,712,794

連結負債合計 27,782,564 27,173,759

債務負担行為として予算に定めている支出額のうち、地方財政法第
５条各号に規定する経費で、当該年度以降の支出予定額

一部事務組合が起こした地方債の元金償還に充てるため、一般会
計等において負担が必要と認められる額

自己の都合により全職員が退職するものと仮定した場合に支給すべ
き退職手当の額のうち、一般会計等が実質的に負担することが見込
まれる額

設立法人の借入金残高等の負債のうち、一般会計等が実質的に負
担することが見込まれる額

一部事務組合の「連結実質赤字額に相当する額」に対して、一般会
計等が実質的に負担することが見込まれる額
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（３）市債発行額（事業債・臨時財政対策債）の基準

【事業債発行額の基準】

計画期間内（令和４年度～令和６年度）における事業債の発行額は、計画期間３か年平

均で８億円以内に努めます。

これまで、事業債としてのプライマリーバランスを保つ（事業債の発行額を元金償還額

以内にする）ことで、事業債残高の削減に取り組み、公債費負担の軽減を図ってきました。

その結果、事業債の元金償還額は、平成 29 年度以降８億円を下回り、令和４年度以降には

７億円を下回る見込みであることから、公共施設等の整備の必要性も考慮し、建設事業費

が増える年度においても臨時財政対策債とのバランスを考慮しながら、計画期間内で適切

な発行額となるように努めます。

【臨時財政対策債発行額の基準】

臨時財政対策債は、普通交付税を補完する一般財源であることから、発行額の基準は設

けませんが、抑制に努めます。

【市債発行額の基準】

各年度における市債の発行額は、当該年度の市債元金償還額以内に努めます。

事業債と臨時財政対策債のバランスを考慮し、市債全体としてのプライマリーバランス

を保つことで、市債残高の削減に努め、公債費負担の軽減を図ります。

平成 24 年度以降、市債残高の削減に取り組み、公債費負担の軽減を図ってきました。し

かしながら、臨時財政対策債については、国における地方交付税の財源不足であり、臨時

財政対策債に振り替えられる割合は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年

度は 15億 2,292 万４千円となり、前年度比６億 4,800 万９千円、74.1％の大幅増となって

います。社会保障費等の行政需要の増加に対応することはもとより、引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大による一般財源の減に対応するためには必要な財源を確保するこ

とも必要であるため、年度間のバランスを考慮しながら適切な発行額に努め、市債残高の

削減に取り組みます。

（単位：百万円）
令和４年度 令和５年度 令和６年度

1,592 1,495 1,484

事業債元金償還見込額 694 644 640

臨時財政対策債等償還見込額 898 851 844

市債元金償還見込額
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【令和２年度の取組状況】

令和２年度の事業債発行額は４億 7,160 万円とし、事業債元金償還額６億 9,147 万６千

円以内となり、計画期間３か年平均で、８億円以内の発行となっています。臨時財政対策

債発行額は発行可能額から１億 7,491 万５千円減額して発行し、抑制に努めました。市債

発行額合計は 12 億 261 万１千円であり、市債元金償還額合計 15 億 9,392 万７千円以内の

発行額となっています。

（単位：千円）

区分 財政規律（基準）

３か年平均 646,500

平成30年度 705,800

平成31年度 762,100

令和２年度 471,600

691,476

700,000

874,915

1,202,611

1,593,927

令和２年度の結果

元金償還額

発行額

発行可能額

発行額

元金償還額

事業債発行額
計画期間３か年平均で、
８億円以内

発
行
額

臨時財政対策債
発行額

発行抑制

市債発行額 市債元金償還額以内
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４ 基金の考え方（残高目標額等）

各基金は条例により設置しています。それぞれの基金の役割を踏まえ、基金ごとの考え方

は、次のとおりとします。

（１）財政調整基金

年度間の財源不足を調整する財政調整基金の令和２年度末残高は、17億 6,671 万９千円、

市民一人あたりでは約２万１千円となり、標準財政規模の10％（令和２年度では約16億4,000

万円）以上の残高を確保できています。しかしながら、増加する社会保障費や災害対策、感

染症対策などに備えるとともに、近年の財政調整基金の取崩実績も踏まえ、将来を見据えた

持続可能な行財政運営を行っていくために 20 億円を目標に積立てに努めます。

（２）減債基金

市債の償還財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するための減債基金の令

和２年度末残高は、47 万５千円です。公債費のピークはすでに過ぎたことから、新たな積立

ては行わず、現状を維持するものとします。（減債基金の運用益は、減債基金に積立てます。）

（３）公共施設整備基金

公用又は公共用に供する施設の整備（増改築を含む。）に係る資金に充てるための公共施設

整備基金の令和２年度末残高は、７億 3,862 万７千円です。公共施設の建替等に係る財源の

多くを市債に頼ると、後年度の公債費負担の増大につながります。公共施設整備の財源とし

て市債に頼る額を少なくするため、各年度の財政状況に応じ、公共施設整備基金を効果的に

活用するとともに、将来の公共施設の更新に備えて一定の目標額を設定して、積立てていく

必要があります。

目標額の設定にあたっては、財務書類の貸借対照表（一般会計等）における建物の減価償

却累計額を公共施設の更新費用とした場合、国や東京都の補助金、市債などの特定財源を控

除した 20％の額を一般財源で負担することが見込まれます。このうちの半分を公共施設整備

基金で賄えるよう、貸借対照表（一般会計等）の建物減価償却累計額の 10％程度を目標に積

立てに努めます。（平成 31 年度建物減価償却累計額 約 188 億円×10％＝19 億円）

（４）公共施設修繕基金

公用又は公共用に供する施設の修繕に係る資金に充てるための公共施設修繕基金の令和２

年度末残高は、７億 585 万２千円です。大規模改修の財源として市債に頼る額を少なくする

ため、各年度の財政状況に応じ、公共施設修繕基金を効果的に活用するとともに、将来の公

共施設の大規模改修に備えて一定の目標額を設定して、積立てていく必要があります。
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公共施設の改修費用は、学校施設では建設から耐用年数経過後の改築（建替）までの間の、

大規模改修や長寿命化改修などの費用が改築費用と同程度とされています。そのため、公共

施設修繕基金についても公共施設整備基金と同程度（建物減価償却累計額の 10％程度）を目

標に積立てに努めます。

（５）清掃施設整備基金

清掃施設の建設及び修繕に係る資金に充てるための清掃施設整備基金の令和２年度末残高

は、７億 5,020 万２千円です。多摩川衛生組合の炉は平成６年７月に着工し、平成 10年３月

に竣工しています。その当時（平成６年度～平成 10 年度）の建設費負担金は約９億円かかり、

総額で約 285 億円の地方債を発行したため、毎年度４億円以上の公債費負担金がかかってい

ました。いずれ訪れる炉の更新に備え、20 億円を目標に積立てに努めます。

（６）緑化基金

みどりの保護、育成及び緑地確保等の緑化事業の推進を図るための緑化基金の令和２年度

末残高は、６億 3,452 万６千円です。これまでと同様に、主に緑のまちづくり協力金を積立

て、緑地確保等の財源として活用します。

（７）災害復旧・復興特別交付金積立基金

東京都市町村災害復旧・復興特別交付金を原資として、令和元年東日本台風による災害に

対応して実施する災害復旧及び復興事業に充てるための災害復旧・復興特別交付金積立基金

の令和２年度末残高は、1,597 万６千円です。令和３年度までの災害復旧及び復興のための

事業に充てることにしており、その後、本基金は廃止となります。

（８）都市計画事業基金

都市計画事業又は土地区画整理事業の資金に充てるための都市計画事業基金の令和２年度

末残高は、5,000 万円です。主に都市計画税を原資として積立てますが、その年々の事業に

よって、積立額が変わるため、目標額は定めませんが、円滑な事業執行のため、積立てに努

めます。

（９）新型コロナウイルス感染症対策基金

東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を原資として、新型コロ

ナウイルス感染症の対策に必要な資金に充てるための新型コロナウイルス感染症対策基

金の令和２年度末残高は、5,000 万円です。令和３年度までの新型コロナウイルス感染症

対策のための事業に充てることにしており、その後、本基金は廃止となります。



8

５ 財政指標目標値（令和６年度決算）と進捗状況

（１）経常収支比率（発行可能額を算入した場合）

経常収支比率 90.0％以下、順位としては多摩 26市中 10位以内を目標とします。

財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率には、分母である歳入経常一般財源等に

臨時財政対策債を加えた場合と加えない場合の２通りの算出方法があります。臨時財政対策

債については、自治体ごとに発行可能額が決められますが、発行可能額以内であれば、財政

状況に応じて発行額を独自に決めることができます。ここでは臨時財政対策債については、

発行可能額を全額借り入れたものと仮定し、これを分母に加えた数値での目標を設定してい

ます。

令和２年度の経常収支比率は、目標値を達成しましたが、今後、経常経費が増加する見込

みのため、引続き 90.0％以下、多摩 26 市中順位 10位以内を目標とします。

【令和２年度の進捗状況】

経常経費充当一般財源（分子）は、物件費などの増があるものの、扶助費や公債費など

の減により、前年度比 8,105 万円、0.6％の減となりました。臨時財政対策債の発行可能額

を加えた経常一般財源総額（分母）は、臨時財政対策債発行可能額などが減となったもの

の、税連動交付金や普通交付税の増などにより前年度比４億 1,325 万円、2.6％の増となり

ました。

分子の減、分母の増により、経常収支比率は 2.8 ポイント改善しました。

【計算式】

【参考】令和２年度決算の経常収支比率

経常一般財源等に臨時財政対策債等の借入額を加えた経常収支比率 89.7％

経常一般財源等に臨時財政対策債等を加えない経常収支比率 93.7％

（単位：％）

31年度 ２年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

経常収支比率 91.5 88.7 90.0以下 90.0以下 90.0以下 90.0以下 90.0以下

経常収支比率順位 10位 ８位 10位以内 10位以内 10位以内 10位以内 10位以内

目標値
指標名

× 100経常収支比率 ＝
経常一般財源総額　+　臨時財政対策債（発行可能額）

経常経費充当一般財源
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（２）実質公債費比率

公債費相当額に係る一般財源等の、標準財政規模に対する割合である実質公債費比率につ

いては、市債発行額の抑制を図り、令和６年度の数値として 1.5％以下を目標とします。

【令和２年度の進捗状況】

分子となる下水道事業会計への繰出基準に基づく繰出金や一般会計の元利償還金が減と

なり、分母となる標準財政規模が増となったため、３か年平均では 0.2 ポイント改善し、

1.7％となりました。

【計算式】

（単位：％）

31年度 ２年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

実質公債費比率 1.9 1.7 2.1以下 2.0以下 1.8以下 1.8以下 1.5以下

目標値
指標名

（元利償還金　+　準元利償還金）　

　－（特定財源　+　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模　-　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

実質公債費比率
（3か年平均）

＝

（単位：千円）

平成30年度 平成31年度 令和２年度

元利償還金 1,904,719 1,797,358 1,693,992

準元利償還金

ア
235,288 215,566 82,989

イ 0 0 0

ウ 35,136 34,454 33,198

エ 0 0 0

標準財政規模 15,570,542 15,527,999 16,363,537

特定財源 474,485 398,233 202,325

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,416,649 1,392,608 1,403,230

( 2,175,143 ) － （ 1,891,134 ）
15,570,542 － 1,416,649

( 2,047,378 ) － （ 1,790,841 ）
15,527,999 － 1,392,608

3か年平均

( 1,810,179 ) － （ 1,605,555 ）
16,363,537 － 1,403,230

一般会計の元利償還金

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てた
と認められる繰入金（下水道会計への繰出）

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

一時借入金の利子

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金
又は負担金

平成30年度 ＝ ＝ 2.00658 

平成31年度 ＝ ＝ 1.81486 

令和２年度 ＝ ＝ 1.36778 1.7 
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（３）将来負担比率

市債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額など、一般会計等において見込まれる将来

の負担の標準財政規模に対する割合である将来負担比率は、市債発行額の抑制などにより、

負債総額の減少を目指しますが、算定上、充当可能財源の状況にも影響されることから、数

値としては現状以下を目標とします。

【令和２年度の進捗状況】

分子である公営企業債等繰入見込額とともに充当可能特定歳入も減少しましたが、一般

会計の地方債の現在高の減少と充当可能基金の増加に加え、分母である標準財政規模が増

加したことから将来負担比率は 3.8 ポイント改善し、6.3％になりました。

【計算式】

（単位：％）

31年度 ２年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

将来負担比率 10.1 6.3 23.5以下 17.9以下 14.3以下 10.1以下 6.3以下

目標値
指標名

標準財政規模　-　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

将来負担額　-　（充当可能基金額　+　充当可能特定歳入　+

将来負担比率 ＝

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

（単位：千円）

将来負担額 平成31年度 令和２年度

地方債の現在高 19,341,173 18,949,857

債務負担行為に基づく支出予定額 52,810 22,490

公営企業債等繰入見込額 3,079,960 2,331,634

組合負担等見込額 166,627 146,918

退職手当負担見込額 4,362,354 4,341,700

設立法人の負債額等負担見込額 0 0

連結実質赤字額 0 0

組合連結実質赤字額負担見込額 0 0

充当可能財源等

充当可能基金 4,914,696 5,042,642

充当可能特定歳入 3,753,216 2,977,592

基準財政需要額算入見込額 16,896,253 16,820,801

標準財政規模 15,527,999 16,363,537

1,392,608 1,403,230

25,792,599 － （ 24,841,035 ）

16,363,537 - 1,403,230

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

将来負担比率 ＝ ＝ 6.3 
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６ 中期財政見通し（令和４年度～令和６年度）

（１）基本的な考え方

財政見通しの推計方法については、令和３年度一般会計当初予算及び補正予算をベースと

した上で、その後の状況の変化を勘案し、令和４年度から令和６年度までの計画期間におけ

る歳入と歳出を見込んでいます。

（２）推計条件

※新型コロナウイルスワクチンの予防接種にかかる経費などは、基本的に国庫 10/10 負担のため、

見込まない。

項目 推計条件

歳

入

市税 内閣府の中長期の経済財政に関する試算や総務省の令和４年度地方財政収

支の仮試算、税制改正、固定資産税の評価替えの影響、納税義務者数の増減

等から見込む。

譲与税・交付金 内閣府の中長期の経済財政に関する試算や総務省の令和４年度地方財政収

支の仮試算等から見込む。

地方交付税 令和３年度の算定結果と総務省の令和４年度地方財政収支の仮試算、収入と

需要の見込みを踏まえ、臨時財政対策債と合わせて各年度の財源不足額から

見込む。

国・都支出金 事業費の増減を反映する。

繰入金 公共施設の整備や財源不足に合わせて基金繰入金を見込む。

市債 事業債は、公共施設整備計画等の事業費から発行額を見込む。臨時財政対策

債は、令和３年度の算定結果と総務省の令和４年度地方財政収支の仮試算を

踏まえ、一般財源の補てん措置として地方交付税と合わせて見込む。

その他 今後予定されている事業経費などからその他の収入を見込む。

歳

出

人件費 定員適正化計画の職員数をもとに各年度の増減を見込む。給与改定は見込ま

ない。

扶助費 決算額の推移に障がいサービス費、生活保護費等の増を見込む。

公債費 既発債の償還計画に基づく元利償還金に、今後の市債発行額分を加算して見

込む。

積立金 決算剰余金を財源として積立てるため、財政見通しでは見込まない。

繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金は、高齢者人口の伸びを反映する。介護保険

特別会計繰出金は、介護保険事業計画等から推計する。

投資的経費 公共施設整備計画等の事業費から見込む。

その他 今後予定されている事業経費などから見込む。
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（３）財政見通し

※令和３年度は、補正後の予算額に前年度からの繰越予算を加算

※臨時財政対策債の（ ）の数字は、発行可能額

一般会計歳入歳出の財政見通しでは、令和４年度から令和６年度までの３年間で累計５億

4,200 万円の収支不足が見込まれます。市税は増加傾向としていますが、新型コロナウイル

ス感染症の影響による景気の不透明感が続き、見通しは難しく、令和２年度決算額までの回

復には時間がかかると見込んでいます。高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症の影響な

どによる社会保障費の増、ＧＩＧＡスクール構想などによる物件費の増や小中学校、エコル

マホール、市民センター等の大規模改修等による投資的経費も増加しますので、各事業にお

いて見直しを行い、歳出を抑制しなければなりません。

（単位：百万円）
２年度
決算

３年度 ４年度 ５年度 ６年度

40,607 32,892 30,907 31,578 30,340

12,910 12,352 12,710 12,886 12,955

2,076 2,128 2,182 2,182 2,182

1,650 1,995 2,270 2,090 1,960

14,740 6,225 5,293 5,420 5,371

5,318 5,226 5,071 5,113 5,182

461 266 400 750 300

339 148 200 200 200

1,203 1,689 1,618 1,773 1,026

472 802 778 1,013 296

700 887
(875) (1,523)

982 1,733 100 100 100

1,267 1,278 1,263 1,264 1,264

38,874 32,892 31,041 31,785 30,541

4,557 4,832 4,863 4,867 4,942

9,122 9,684 9,688 9,788 9,888

1,694 1,708 1,671 1,586 1,589

12,460 4,542 3,623 3,613 3,609

616 791 2 2 2

3,026 3,167 3,177 3,237 3,247

2,020 2,280 2,539 2,944 1,511

5,379 5,888 5,478 5,748 5,753

1,733 0 △134 △207 △201

　　　　　今後３年間の財政フレームの見通し

歳 入

市 税

譲 与 税 ・ 交 付 金

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

繰 入 金

うち財政調整基金

市 債

事 業 債

繰 越 金

そ の 他

歳 出

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

補 助 費 等

積 立 金

繰 出 金

投 資 的 経 費

そ の 他

歳 入 歳 出 差 引

臨時財政対策債 840 760 730
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（４）基金及び市債の推移

令和４年度以降の基金及び市債の推移は、財政見通しを反映させたものです。基金への

積立ては財政見通しでは見込んでいませんが、前年度決算剰余金を財源として積立てに努

めます。市債は、大規模事業が続くため、一時的に残高が増える見通しとなっていますが、

可能な限り発行抑制できるよう努めます。

■基金
（単位：百万円）

２年度
決算

３年度 ４年度 ５年度 ６年度

積立額 240 324 1 1 1

取崩額 339 148 200 200 200

年度末残高 1,767 1,943 1,744 1,545 1,346

積立額 0 0 0 0 0

取崩額 0 0 0 0 0

年度末残高 0 0 0 0 0

積立額 100 50 0 0 0

取崩額 80 0 0 0 100

年度末残高 739 789 789 789 689

積立額 100 50 0 0 0

取崩額 20 0 200 550 0

年度末残高 706 756 556 6 6

積立額 50 50 1 1 1

取崩額 0 0 0 0 0

年度末残高 750 800 801 802 803

積立額 25 17 0 0 0

取崩額 0 0 0 0 0

年度末残高 634 651 651 651 651

積立額 0 0 - - -

取崩額 1 16 - - -

年度末残高 16 廃止予定 - - -

積立額 50 300 0 0 0

取崩額 0 0 0 0 0

年度末残高 50 350 350 350 350

積立額 50 0 - - -

取崩額 0 50 - - -

年度末残高 50 廃止予定 - - -

積立額 615 791 2 2 2

取崩額 440 214 400 750 300

年度末残高 4,712 5,289 4,891 4,143 3,845

■市債
（単位：百万円）

２年度
決算

３年度 ４年度 ５年度 ６年度

元金償還額 1,594 1,609 1,592 1,495 1,484

借入額 1,203 1,689 1,618 1,773 1,026

年度末残高 18,950 19,030 19,056 19,334 18,876

財政調整基金

減 債 基 金

公共施設整備
基 金

公共施設修繕
基 金

清掃施設整備
基 金

緑 化 基 金

災害復旧・復興
特 別 交 付 金
積 立 基 金

都市計画事業
基 金

新 型 コ ロ ナ
ウ イ ル ス
感 染 症
対 策 基 金

合 計

一 般 会 計
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